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学長用調査票 自由記述 
（注：掲載の順番は順不同です。回答に付してある番号は各設問内での通し番号であり、特定の大学を意味するもので

はありません） 

 
問８ 問７のように考える理由について、自由にお書き下さい。（問７＝法人化以降、貴学の概

算要求は認められやすくなると思いますか） 
 
「認められやすくなる（＝１）」と回答した大学の理由 

1 これまでよりも厳格な競争原理が作用することとなれば、本学の教育研究のポテンシャル、過去

の研究実績、及び将来の進展等を考慮すると、認められやすくなると考えられるため。 

2 農学・工学及びその融合領域における教育研究を中心に、社会や環境と調和した科学技術の

進展に貢献することを目的とする使命指向型の●●●●大学を構築していくという本学の基本

理念に沿った新規施策が社会の要請にマッチしていると思われる。 

3 特にない。感じとして。 

4 法人化後は、産学・地域連携の重要性が高まるものと考えられる。本学は既にこの方向で実績

を積んでいるので、その点を活かせば有利と考える。 

5 充分に質の高い蓄積をもとに要求するものがほとんどである。 

6 本学の先端的，独創的な教育・研究成果をアピールすることにより，資金の獲得が優位になると

考える。 

 
「どちらとも言えない（＝２）」と回答した大学の理由 

7 学内体制が十分には戦略的になっているとは言えないため、焦点が絞り切れるかどうか、懸念

がある。 

8 17年度以降の概算要求手続きがはっきりしない現時点では、コメントのしようがない。 

9 具体的な査定内容を把握していないのでどちらとも言えない。 

10 国の概算要求総額が制限されると、従来のように古い総合大学に採択が集中する可能性がある

が、総額あるいは申請基準が不明確であるため有利不利の判断は困難である。 

11 本学の特色ある分野では有利となるが、今後、強化していきたい分野では予算獲得に工夫が必

要である。 

12 魅力的な要求事項であれば認められると考えられるから。 

13 実際の状況が今の段階では不明。 

14 本学が得意な分野については認められやすくなると思われるが、そうでない分野では認められ

にくくなると思われる。 

15 概算要求については、本学の理念、教育研究上の目的、社会の要請、国際貢献等を踏まえて

要求事項を厳選して取り組んできており、法人化以降においても、この基本的な要求姿勢は変

わらず、真に必要な事項のみ査定で認められると考えられるため。 

（つづく） 
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「どちらとも言えない（＝２）」と回答した大学の理由（前ページからのつづき） 

16 これまでの概算要求における新規事項に充てる予算枠と16年度以降の競争的経費の予算枠と

の関係が不明なため。 

17 現在の段階では、どちらとも言い難い。しかし、認められやすくなるように努力する。 

18 実績はあるが、地方大学全般に対する国の助成意欲減退を感じる。 

19 学生入学定員等の変更を伴わない組織の変更やセンター等の設置など大学内での自由度が

増える一方で，概算要求は全国的な視点で先端的かつ特色ある事項を厳選して要求する必要

があると考えている。 

20 地方大学ゆえに、必ずしも十分に競争的な教育研究基盤が確立されているとはいえないが、特

色、地域性を出せば展望は開けてくるものと思料。 

21 実績を見ていきたい。 

22 地方大学の特色などが活かせるものであるかどうか。 

23 法人化後の大学運営の評価を色々の角度から望みたい。 

24 法人化後は、予算、組織、人事などの経営面での諸規制が大幅に緩和されることから、大学の

裁量が拡大するといったメリットもあり、今後は、組織面での概算要求は少くなること、また、17年

度の概算要求方針等が明確ではない現在、どちらとも言えない。 

25 本学の学部構成、地域性という厳しい現状の一方、今後の努力いかんによる面もあろう。 

26 本学が有する教育研究の特色を生かして、これまで以上に教育研究活動を活性化し、本学が

果たすべく使命を果たしていくことが重要であり、法人化に伴い、より競争的になったとしても直

接的に影響するとは考えない。 

27 どのような基準システムのもとで評価が行われるかが明確でないため。 

28 本学の「●●●学部のみの単科大学」というユニークさを生かし、高等教育・学術政策や社会の

ニーズに適合した要求をまとめれば認められやすくなると考える。 

29 大学としての特色ある取組みの実績を示していけるが，その一方で， 他大学との競争的環境が

高まることが予想される 

30 限られた財源の中での文部科学省の意向がある。 

31 概算要求制度がどのように変化するのかが見えないため。 

32 概算要求の競争性の有無は、ある程度評価と関連すると考えているから。 

33 地方大学であり、全体的に力が足りない。しかし、地域との結びつきなど強みもあると判断される

ため。 

34 概算要求に当って実績を踏まえ、要求理由を明確に示すつもりであるが、それを的確に汲み取

って頂けるかどうか不安がある。 

35 これまでの競争的資金の配分は、査定により大規模大学への配分が多大となっている傾向が見

られるが、今後は地方の大学へも活動の評価を反映して配分願いたい。 

（つづく） 
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「どちらとも言えない（＝２）」と回答した大学の理由（前ページからのつづき） 

36 中期計画の実現に向けて、国の政策等を注視して積極果敢に要求していくこととし、その準備

を十分に行うこととしているが、他の国立大学法人も同様な考えであると思われ、どう特色を出

すかがカギであるが、現時点で認められやすいかどうかは判断できない。 

37 平成16年4月の法人化により、役員会が発足し、概算要求等本学の重要案件の決定を行うこと

になるが、その体制、権限等について、現段階では判断できない。 

38 法人化以降の概算要求については、各大学の競争性が高まることを踏まえ、従来の横並び的

な要求方法から各大学の特色や大学における基本的な方針を十分に構築した要求が必要にな

る。競争的資金を確保するということを念頭に、大学内において実績や計画性を十分に検討を

重ね、概算要求を行うこととなるものと思われる。 

39 法人化後の概算要求、特に特別教育研究経費について具体的な内容、査定方針が明確でな

い時点では、どちらともいえない。 

40 要求する事項（内容）により異なると思われ、現時点ではなんとも言えない。 

41 法人化後の交付金算定ルールに基づく概算要求は見合いのスクラップが前提となるため、従来

の様な純増を前提とする要求は不可能となり、あえて比較すれば、本学の場合認められにくくな

ると感じる。 

 
「認められにくくなると思う（＝３）」と回答した大学の理由 

42 統一的な大学基盤整備（投資）が望めないことから、重点投資対象は既に基盤整備が充実され

ている大規模総合大学に傾斜することが考えられる。また、評価制度の導入により、客観的（実

績主義）な評価基準が重視されることになると、資金量や員数規模による格差が拡大することが

予想される。これらのことから本学のような地方単科大学は、相当厳しい状況にあると考えざるを

得ない。 

43 地方大学としての特徴を出すことは難しく、大規模大学に集中することが懸念される。 

44 法人化後は、学内で措置可能な事項が従来に比べて拡充し、小・中規模大学にとっては、概算

要求するような事項が減少したため、認められにくくなると思う。 

45 大都市部の大学と財政基盤の弱い本学のような地方国立大学との、不公平な条件下での競争

には、不安を感じている｡ 

46 法人化後は、「定員」という概念はなくなるが、地方の中・小規模大学では、そもそも定員、予算

規模も少ない。今後、新規の計画を企画・実現しようとしても「人の純増」を要求し、認められなく

ては実現が不可能である。しかし、今まで以上に純増要求は厳しくなることが予想されるので、

結果的には、学内（人的）資源の大きい大学が有利になると考える。 

47 教員養成大学は、理工系、医学系と比べ従来から新組織、研究設備費、大型改修経費がなか

なか認められていない。法人化になると、更にその差が開くと思われる。 

48 財政事情が厳しい旨、各大学の中で、創意・工夫するなど。また、組織についてできるかぎり振

替での対応をここ数年求められているため。 

（つづく） 
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「認められにくくなると思う（＝３）」と回答した大学の理由（前ページからのつづき） 

49 本学は教員養成大学であり、他大学との一律的な競争下では、かなり厳しい状況となると思わ

れる。今後は、国の計画的な人材養成を担う大学には、国が政策として財政措置を行う必要が

あると考える。 

50 各大学から提出された概算要求の査定において，単科教員養成大学は教員の人材育成に主

眼があり，概算要求の資金獲得にはなじみにくいと判断されるであろうから。 

51 小規模大学の場合、これまで施設整備の面で非常に不利な扱いを受けて来た。このため大規

模大学との較差は大きくなっている。政策によって小規模単科の整備が重視されるなら認めら

れやすくなるであろうが、その可能性は少ないと考える。 

52 概算要求の査定基準を、研究を重点とするのか、教育を重点とするのかによって大きく左右され

ると思われる。 

53 特に人文社会系の学部において、研究実績と研究企画が弱体である。 

54 単科の教員養成学部であるため、競争になじまないため。 

55 本学のように地方に位置し、規模的にもそれほど大きくない大学は、あらゆる面での大学間にお

ける競争力が必ずしも高いとは言い難いと思われる。立地条件や大学の規模に関係しない概算

要求の査定の方法がどのようなものかにもよる。 

56 科学研究費の申請率、採択率の低いこと、ＣＯＥ措置状況なし、外部資金獲得状況など客観的

指標において他大学に劣っていると思われるため、これら評価に基づく査定が行われた場合、

厳しいことが予想される。 

57 本学の主要分野が基礎学術であり、現状のような競争より国の文化基底を支える性格が強いか

ら。 

 
 
 
問１９付問 2 と答えた方にお尋ねします。具体的なケースを下欄にお答えください（2＝これ

までの 5 年間で、予算配分方針に関する意志決定が困難になったことがある） 

1 当該年度特別に必要な経費が増額し、教官への基盤校費が減額となるため、決定までに時間

を要した。 

2 連合大学院の予算配分について、変更案を出したが、参加校からの承諾が得られなかった。 

3 基盤校費制への移行に際して配分単価設定で苦慮した。 

4 教官研究費の配分における実験系、非実験系の区分廃止等の際、学内の合意形成に時間を

要した。 

5 基盤校費制への移行に際し，教官への配分単価の変更について合意を得るために時間を要

した。 

6 学内競争資金の捻出とその財源となる基盤校費とのバランスの審議に時間を要した。 

7 基盤校費制への移行に際して、各部局への配分単価の変更をしようとしたが、従来どおりとな

った。 
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8 平成12年度基盤校費の配分に、外部資金導入額等で傾斜配分を導入したが、一部の教官か

ら不満の声があった。 

9 合意に時間を要した 

10 基盤校費から拠出した図書館経費のなかの電子ジャーナル経費を一律負担か受益負担とす

るかの議論で意見が分れた。 

11 教育研究基盤校費制への移行に際し、大学分の予算が導入され、文部科学省の積算単価を

踏まえ配分単価を検討し、結果的には基盤校費制導入前の配分単価で予算配分を実施した。

12 平成12年度の基盤校費制への移行に際し、学内配分方針の変更の合意を得るのに時間を要

した。 

13 基盤校費制への移行に当って、従前の単価を踏襲したため、文系学部の合意を得ることが困

難となった。 

14 意思決定が困難になったケースというよりも、意思決定までに時間を要したケースとして「基盤

校費制への移行に際して各部局への配分方法見直し」と「基盤校費を活用した重点化経費創

設」がある。 

15 本部留置き分と部局配分分の比率の決定 

 
 
 
法人化後の財務経営のあり方について、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。 

1 ①「大学基金を創る。②OBから、クラブ制にして、年会費を徴収(ex. captain club) etc、を検討

中。 

2 運営費交付金の配分に反映される大学評価の手法や競争的資金の設定基準が明確でなく、

今後の安定的財務経営の見通しに不安を覚える。 

3 国立大学は，社会情勢の変化や国の施策に基づく高等教育や科学技術振興に即応できる機

関として，今後科学技術立国をめざす我が国においてますますその役割が重要になる。この

ため，文部科学省が主体となった財源措置のほか，各種産業振興や地域におけるシンクタン

ク的機能も担う組織体として機能するため，各省庁や自治体からの政策的経費の直接投資対

象となりうる財政システムの充実を期待する。 

4 教職員の意識改革を向上させることが重要である。 

5 評価の結果を大学の資源配分にどう絡ませるか慎重な議論を行ってほしい。 

6 (1)大学の経営については，企業的な経営戦略も必要であるが，経営の効率化だけでは測れ

ない教育研究もある。運営費交付金の配分等においてはこの点を十分配慮していただきた

い。(2)学問の中には現在までに蓄積された学問の成果が現在すぐに応用されるわけではな

いが，それが何十年あるいは百年もあとになって，実社会に応用，適用されることも度々ある。

したがって，今実用化されないからそれを切り捨てるというような短絡的な考えはもたないでい

ただきたい。 
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7 法人化後の財務経営のあり方についてひとことのべさせていただきます。国立大学法人化に

より自主・自律の環境下での活力あふれる国立大学となることが唱われていますが、現在予算

を組み立て始めた段階ではお先真っ暗です。我々は贅沢を言うつもりはありませんが、国立大

学として果たすべき役割、すなわち「教育・研究」の部分で学生を育て上げ、社会に送り出すと

言う仕組みが極めて危うくなっています。すなわち、学生実験に振り向けられる予算が極端に

減少していると言う現状に愕然としてしまいます。これでは「技術創造立国」は夢のまた夢、マ

スプロ教育、教官だけが演じる実験を見て学生は納得、とならざるを得ない状況です。国立大

学が果たすべきグランドデザイン不在の状態で始まる国立大学法人化は国立大学整理システ

ムと考えられても仕方がない状態です。問題なのは、「年度の予算を繰り越すことができる」と

喧伝されていたにもかかわらず、その仕組みが極めて曖昧であり、どちらかと言えば何らかの

工夫をしながら予算を次年度に繰り越す、一種の魔法による方法を考え出さざるを得ないこと

です。これでは様々な工夫をし、自己の中で効率化を図り、次年度の予算を潤沢にしたいとの

希望は夢として消えてしまいます。我々の大学は幸いに、知財本部設置のための資金を得る

ことができました。ＮＰＯによるＴＬＯの立ち上げを準備しており、外部資金獲得の道を築きつつ

ありますが、それが順風を受けて気持ちよく航行する保証はどこにもありません。もちろん考え

られる方法を講じて外部資金を獲得すべく先生方にお願いし、活躍していただくほかありませ

ん。愚痴っぽくなりましたが、多くの大学がそんな気分での出航を準備しているはずです。 

8 止むを得ないことではあるが、人件費を含めた全経費の単年度での執行が原則であるため、

特に小規模大学では事業費の年変動にどのように対応できるのか、困難を予想している。 第

一期期間中の自己収入増が、第二期以降の運営費交付金算定減につながらないよう、逆のイ

ンセンティブとならないような配慮が望まれる。 

9 国立大学の法人化に伴い企業会計の導入が義務づけられましたが、非常に限定的なもので

あり、限られた資源（カネ）の有効活用が非常に難しくなっているように思える。もちろん、突然

すべての制約（規制）を排除することによるマイナス面を考慮すべきであるが、より自由な大学

運営の可能性を大学に付与して頂けないものかと考えている。 

10 運営費交付金（所謂渡し切り費）のメリットを 大限生かした財務運営が法人へ移行の 大の

メリットと考えている。しかし、国の運営費交付金は法人化への移行に伴う経費（福利厚生費

等）が多くて、実質、教育研究、管理運営に必要な経費は大幅に減額されており、学長が強い

リーダーシップの下で効率的・合理的な財務運営を行うことが重要とされるが大変厳しい法人

化への船出で責任だけはこれまでの2倍に相当する思いである。 

11 財務システムの変更に伴い、財務経営については大学として不安をもっている。財務センター

において財務会計全般に関する指導助言や研修等の実施を望みます。 

12 法人化後の、大学の自主性・自律性を生かし、効率化・合理化が可能な業務については効率

化・合理化の経営努力を進め、資金を有効に活用したい。また、外部資金の増加を図る施策を

充実させたい。 

13 人件費管理の在り方に一番苦心しそうです。 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF753b50cf57277e2e30fb30ab30e930fc590963db71213057300130d530a930f330c8516857cb30818fbc307f000d5370523754c18cea306f67009ad8300130d530a130a430eb30b530a430ba304c5de85927306b306a308b306e30676ce8610f000d004100630072006f0062006100740035002e0030000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




